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平成14年 5月31日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

条
　
　
　
　
　
例

◯
秋
田
県
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
四
四
・
警
務
課
）

◇
秋
田
県
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
四
四

号
）

１

運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
一
四
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
運
転
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
七

〇
歳
以
上
の
者
が
受
講
す
る
任
意
の
講
習
に
係
る
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
〇

条
関
係
）

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し
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平成14年 5月31日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

例

秋
田
県
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
条
例
第
四
十
四
号

秋
田
県
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

秋
田
県
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

県
は
、
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

一
　
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
二
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

二
　
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
使
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三
　
法
第
百
四
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
　
法
第
百
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
講
習
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

■

運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
講
習
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
任
意
講
習
」
と
い
う
。
）

■

規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
一
の
項
に
規
定
す
る
影
響
が
な
い
者
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
確
認
を
受
け
る
講
習
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
チ
ャ
レ
ン
ジ

講
習
」
と
い
う
。
）

■

規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
一
の
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
講
習
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
任
意
高
齢
者
簡
易
講
習
」
と
い
う
。
）

■

規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
二
の
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
講
習
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
任
意
高
齢
者
通
常
講
習
」
と
い
う
。
）

第
十
条
第
二
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

五
　
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
の
受
講
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
件
に
つ
き
　
二
千
七
百
五
十
円
　

六
　
特
定
任
意
高
齢
者
簡
易
講
習
の
受
講
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
件
に
つ
き
　
千
四
百
円
　

七
　
特
定
任
意
高
齢
者
通
常
講
習
の
受
講
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
件
に
つ
き
　
六
千
百
五
十
円
　

（一）（二）（三）（四）
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平成14年 5月31日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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